
 

ぐんまダイバーシティ推進地域ネットワーク設置要項 

 

平成 28年 11月 11日   制定 

平成 29年 11月 17日一部改定 

平成 30年  1月 11日一部改定 

（設 置） 

第１ 高等教育機関等の連携の下，主として男女共同参画の取り組みを通して，群馬県内のダイバーシ

ティ推進を図るため，ぐんまダイバーシティ推進地域ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）

を置く。 

 

（業 務） 

第２ ネットワークは，男女共同参画及び女性の活躍推進，並びにダイバーシティ推進のための次に掲

げる業務を行う。 

（１） 群馬県内の高等教育機関等の連携に関すること。 

（２） 事業の企画及び実施に関すること。 

（３） 情報共有に関すること。 

（４） その他必要な事項 

 

（組 織） 

第３ ネットワークは，別表に掲げる会員をもって組織する。 

 

（会 長） 

第４ ネットワークに会長及び副会長１名を置き，会長は２年ごとに会員の互選により，副会長は会長

の指名により，それぞれ決定する。 

２  会長は，ネットワークを代表し，会務を総理する。 

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

 

 （会 議） 

第５ ネットワークに第２に規定する業務を実施するための会議を置き，各連携高等教育機関の所属長

から推薦された代表者（以下，会員機関代表者）をもって組織する。 

２ 会長は会議を招集し，その議長となる。 

３ 会議は会員機関代表者の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 議事は出席した会員の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するところによる。 

５ 議長は，会員機関代表者が出席できないときは，代理者の出席を求めることができる。 

６ 議長が必要と認めたときは，会員機関代表者以外の者を会議に出席させ，その意見を聴くことがで

きる。 

 

（事 務） 

第６ ネットワークの事務は，関係機関の協力を得て，会長のいる機関で行う。 

 



 

（その他） 

第７ この要項に定めるもののほか，ネットワークの運営に必要な事項は，代表者と協議の上，会長が

別に定める。 

 

附 則 

この要項は，平成 28年 11月 11日から施行する。 

 

附 則 

この要項は，平成 29年 11月 17日から施行する。 

 

附 則 

この要項は，平成 30年 1月 11 日から施行する。 

 

別表 

 

 会員名 

１ 関東学園大学 

２ 共愛学園前橋国際大学 

３ 群馬医療福祉大学 

４ 群馬県立県民健康科学大学 

５ 群馬県立女子大学 

６ 群馬工業高等専門学校 

７ 群馬大学 

８ 群馬パース大学 

９ 上武大学 

１０ 高崎経済大学 

１１ 高崎健康福祉大学 

１２ 高崎商科大学 

１３ 東京福祉大学 

１４ 前橋工科大学 

                         （５０音順） 


